
立地適正化計画 届出制度に関するフローチャート 

●住居の敷地が居住誘導区域内と土砂災害警戒区域等内（居住誘導区域外）にまたがっている場 

 ⇒ （開発行為・建築等行為）届出は必要。 

●住居の敷地が居住誘導区域内と外にまたがっている場合  

   ⇒ （開発行為・建築等行為）届出は不要。 

●都市機能誘導区域（誘導施設） ●居住誘導区域（住宅） 
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●誘導施設の敷地が都市誘導区域内と外にまたがっている場合  

 ⇒ 誘導施設が、その地区に誘導する施設の場合、（開発行為・建築等行為）届出は不要。 

                        （休廃止）届出は必要。 
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次の行為をする場合は、届出が必要です 

開発行為 

・３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

・１戸または２戸の住宅の建築目的の開発

行為で、敷地面積が1,000㎡以上のもの 

建築行為 

・３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

・建築物を改築し、または建築物の用途を

変更して３戸以上の住宅とする場合 

誘導施設の整備または休廃止を行うとき、行為地が
都市機能誘導区域内であるか 

※地区別に誘導施設を設定しているため、同一施設で
も、地区によって届出の対象行為が異なります。 

 詳細は、パンフレットP6を確認してください 
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